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理

由

森
林
組
合
等
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
、
森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会
の
事
業
範
囲
の
拡
大
及
び
組
合
員
等
以
外
の

者
の
利
用
の
制
限
の
緩
和
を
行
う
と
と
も
に
、
森
林
組
合
の
准
組
合
員
資
格
者
の
拡
大
及
び
合
併
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を

行
う
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。




